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原子力規制庁記者ブリーフィング 

 

  日時：平成31年2月22日（金）14:30～ 

  場所：原子力規制委員会庁舎 記者会見室 

  対応：大熊長官官房総務課長 

 

 

＜本日の報告事項＞ 

○司会 それでは、定刻になりましたので、ただいまから原子力規制庁の定例ブリーフィ

ングを始めます。 

○大熊総務課長 それでは、お手元の広報日程に基づいて、補足説明をさせていただきま

す。 

  まず、1ページ目、1.（2）第63回の原子力規制委員会臨時会が2月27日水曜日夕刻に開

催される予定でございます。午前中に定例会が開催された後の開催ということになりま

す。 

  議題は、記載されていますとおり、3件、いずれも委員の選考に関する案件でございま

す。このため、非公開ということで開催させていただくものでございます。 

  もう少し補足させていただきます。 

  議題1は「原子炉安全専門審査会及び核燃料安全専門審査会の審査委員の選考につい

て」ということでございます。両審査会の委員のうち、6名の方々が6月末に任期を迎え

られるということで、この方々に関する委員の候補について選考を行うというものでご

ざいます。 

  また、議題2は「放射線審議会の委員の選考について」ということでございます。こち

らは、委員のうち5名の方々について、6月中旬に任期を迎えられるということで、同じ

くそれに関連する選考ということでございます。 

  最後に、議題3は「緊急事態応急対策委員の選考について」ということでございます。

この緊急事態応急対策委員は、設置法に基づきまして、緊急事態応急対応の支援を行う

ために任命をしているものでございます。この委員12名全員について、5月末に任期を

迎えるということで、それに関連する選考を行うということでございます。 

  なお、選考を行い個別に調整を行った上で、最終的には定例会で公開の場で決定を行

うという予定でございます。 

  次に、広報日程の2ページ目中段になります。2月26日火曜日、（3）第26回東海再処理

施設等安全監視チーム、こちらが火曜日の午前から午後にかけて開催される予定でござ

います。議題は、記載されている4件が予定されております。 

  まず、議題1といたしまして、原子力科学研究所の廃棄物処理場のドラム缶の健全性確

認の問題について、前回に引き続き、議論が行われる予定でございます。健全性確認に
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要する期間などについて、御案内のとおり、議論が行われているところということでご

ざいます。 

  次に、議題2といたしまして、こちらは核燃料サイクル工学研究所プルトニウム燃料第

二開発室における汚染の事案についての議論・審議を行うということでございます。こ

ちらは、先般2月8日に事故についての報告、いわゆる「10日報」が提出されております。

その報告とそれ以降の状況を含めまして、原因などについて説明を聞き、議論を行うと

いう予定でございます。 

  次に、議題3と議題4は東海再処理施設についての議題でございます。 

  議題3といたしまして、ガラス固化再開に向けた準備状況ということで、準備の進捗の

状況について、説明を聞く予定でございます。 

  最後に、議題4として、再処理施設の廃止措置に係る進捗ということで、こちらは廃止

措置について、順次、申請を受けて認可をしていくというプロセスでございますが、今

後の申請の予定などについて、説明をお聞きするという予定でございます。 

  次に、その下、（4）同日2月26日でございます。第686回の審査会合が開催される予定

でございます。審査の対象、議題は、今のところ2件予定してございます。 

  まず、1件目として、関西電力・美浜発電所3号炉につきまして、管理区域の変更に関

する保安規定の変更の申請に対する審査を行う予定でございます。 

  次に、2件目といたしまして、中国電力・島根発電所2号炉についての審査、設置変更

許可の審査でございます。内容は、耐津波設計について、概要の説明を聞くという予定

でございます。 

  次に、3ページ目上段、2月27日水曜日、（6）平成30年度放射線対策委託費（放射線安

全規制研究戦略的推進事業）第3回研究推進委員会を午後に開催する予定でございます。 

  こちらの議題は記載のとおりでございますが、議題1として「新規課題の採択に係る審

査」ということで、こちらは公募による研究でございます。公募を行ってきた結果を踏

まえまして、応募されたものについて、まず、書類の審査を行うと。記載のテーマごと

に審査を行うということが予定されております。 

  また、議題2として、継続の課題についても審査を行う予定ということでございます。 

  こちらは、申し上げたとおり公募された申請の審査でございます。内容面においても

知的財産権の保護が必要な内容を含むため、会議を非公開ということで開催させていた

だきます。 

  次に、その下、2月28日木曜日、（8）第687回の審査会合、こちらが午前中に開催され

る予定でございます。こちらは特定重大事故等対処施設に関する審査のため、非公開に

て開催させていただきます。審査の対象は、関西電力・高浜発電所1号炉及び2号炉の特

重施設の工事計画認可についての審査の予定でございます。 

  次に、4ページ目上段、3月1日金曜日、（10）第689回の審査会合が開催される予定で

ございます。こちらも特定重大事故等対処施設の審査のため、非公開とさせていただき
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ます。 

  議題は記載のとおりでございます。九州電力・玄海発電所の3号炉及び4号炉の特重施

設、こちらの許可に係る審査でございます。内容は地盤の関係についてということでご

ざいます。 

  私からの御説明は以上です。 

 

＜質疑応答＞ 

○司会 それでは、皆様からの質問をお受けします。いつものとおり、所属と名前をおっ

しゃってから質問のほうをお願いいたします。 

  それでは、質問のある方は手を挙げてください。御質問ございますか。よろしいでし

ょうか。 

  それでは、本日のブリーフィングは以上としたいと思います。お疲れさまでした。 

 

－了－ 


